
⃝

行
田
市
体
育
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例

及
び
行
田
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

問  

条
例
の
施
行
日
を
令
和
８
年
10
月
１

日
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
。

答  

総
合
公
園
内
に
タ
ー
ゲ
ッ
ト
・
バ
ー

ド
ゴ
ル
フ
場
を
有
料
施
設
と
し
て
設
置
す

る
た
め
、
４
月
以
降
、
フ
ェ
ン
ス
の
設
置

や
説
明
看
板
等
の
設
置
に
約
半
年
間
の
工

期
を
見
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
10
月
１

日
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

令
和
８
年
度
行
田
市
一
般
会
計
予
算

⃝

公
共
施
設
再
編
・
ま
ち
づ
く
り
事
業

問  

市
役
所
周
辺
の
中
心
市
街
地
に
つ
い

て
、官
民
連
携
に
よ
り
公
共
施
設
の
再
編・

再
整
備
を
進
め
る
と
あ
る
が
、
官
民
連
携

の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
。

答  

例
え
ば
、
市
庁
舎
を
建
て
替
え
る
と

き
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
事
業
手
法
の
中
で
官
民

連
携
を
取
っ
て
い
く
や
り
方
。
ま
た
、
公

共
施
設
を
集
約
し
て
い
く
エ
リ
ア
の
余
剰

地
な
ど
の
土
地
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者

を
誘
致
し
て
民
間
施
設
を
造
る
な
ど
の
官

民
連
携
を
想
定
し
て
い
る
。

⃝

本
市
職
員
の
採
用
（
人
材
確
保
）

議
 

長

議

 

長

※議長は採決に加わりません。（可否同数の場合は議長裁決となります。）

（議）
第1号

可
決〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

× × × ×

〇〇〇

×

〇

×行田市議会議員の議員報酬、期末手
当及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例

第27号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇
行田市体育施設設置及び管理条例及
び行田市都市公園条例の一部を改正
する条例

第22号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市学童保育室保育料に関する条
例の一部を改正する条例

第3号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市議会議員政治倫理条例の一部
を改正する条例

第4号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇刑事訴訟法の再審規定の改正を求め
る意見書

第25号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市消防団員等公務災害補償条例
の一部を改正する条例

第26号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市火災予防条例の一部を改正す
る条例

第23号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×行田市国民健康保険税条例の一部を
改正する条例

第24号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

×

〇

×行田市開発許可等の基準に関する条
例の一部を改正する条例

第20号 可
決〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市税条例の一部を改正する条例

第21号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市印鑑条例の一部を改正する条例

第28号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市道路線の認定について

第2号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市議会ハラスメント防止条例

第29号 〃〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇行田市道路線の廃止について

（市長提出議案）

（議員提出議案）
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（賛成：○　反対：×）

提出議案とその結果

❼　ぎょうだ議会だより
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